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租税政策と情報の非対称性

吉　岡　祐　次

1　はじめに

　所得税を中心とした租税政策は情報の非対称性により多くの影響を受けるも

のと思われる。特に，労働所得税による租税政策は情報上の制約のために非効

率性を発生させると考えられる。ここで，情報の非対称性とは政府が各個人の

タイプを正確に識別できない状況をいうものとする。もし仮に，政府が各個人

のタイプを正確に識別できるのであれば，各個人の所得獲得能力の程度にも基

づいて租税政策を実施すればよい。ところが実際的に，政府は各個人のタイプ

を正確に識別できないので，所得獲得能力のシグナルとして労働所得を課税べ一

　　　　　　　　　　　　　　サスとする場合がある。ここで，労働所得は所得獲得能力（賃金率）と所得獲得努

力（労働供給量）の積であるので，．個人は労働供給量の変更を通じて労働所得を

自由に変えることができるgこのような状況では，所得獲得能力の高い個人が

故意に労働供給量の減少を通じて労働所得を減らすことで自分を低所得者であ

ると偽る可能性があ乱そうすると，政府はこのような情報の非対称性を要因

として発生する状況を考慮して租税政策を設定しなければならなくなる。した

がって，政府の直面する情報上の制約のために租税政策が非効率になるのであ

る。そこで本稿では，個人のタイプに関する情報を政府が正確に識別できない

不完全情報の状況を想定して，労働所得税による租税政策の問題点を明らかに

する。そして，労働所得税にともなう非効率性を改善するために情報上の制約

を緩和するような租税政策のメカニズムを検討したい。

　所得税に関する議論について，Mirr1ees（1971）の最適所得課税理論を代表

として様々な研究がなされてい乱その中で，Stig1itz（上982）のモデルでは

情報上の制約である自己選抜制約を明示的に導入した上で非線型の最適所得税
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の特徴を簡潔に議論している。このStig1itz（1982）モデルを応用した課税給付

政策については数多くの研究がなされている。例えば，Boadway　and

Marchand（1995）による実物給付の議論やCremer　and　Pestieau（1996）に

よる社会保険の議論，そしてEdwards，e亡αZ．（1994）による物品税の議論な

どがある。これらの議論は全て，’労働所得税による橿税政策のもとで政府が直

面する情報上の制約を様々な補完的政策手段によって緩和しようという試みを

研究している。そこで本稿では，これらの先行研究との関連において，労働所

得税と資本所得税をミックスした租税政策システムを構築することで政府の直

面する情報上の制約を緩和しうるかについて検討してみ乱

　本稿の構成は次の通りである。まず第2節において，基本モデルを提示して

個人の合理的な行動を考察する。次に第3節では，政府が個人のタイプを正確

に識別できる完全情報下における政府の最適化行動を分析する。そして，完全

情報下における最適所得税のもとでは各個人のタイプに依存した1括課税が実

施されることになり，そのもとでは効率的な租税政策が実現す一るということが

示される。第4節では，政府が個人のタイプを正確に識別できない不完全情報

下における政府の最適化行動を分析する。そして，不完全情報下における最適

所得税もとでは，政府が情報上の制約に直面するために，部分的に歪みのある

課税を採用することになり，そのもとでは非効率的な租税政策が実現するとい

うことが示される。さらに第5節では，不完全情報下において政府が直面する

情報上の制約を緩和するための租税政策メカニズムを提示する。具体的には，

労働所得税のみの橿税政策から労働所得税と資本所得税をミックスーした租税政

策への移行を考える。このとき，ある一定条件のもとで，資本所得税の追加的

な導入により社会厚生水準の改善が実現するということが示される。最後に，

分析結果をまとめて結びとする。

2・予備的考察

　　この節では，基本的なモデルを提示し個人の合理的な行動を検討する。

2．1モデルの設定

　●経済は2種類のタイプの個人から構成されているとする（4＝ユ，2）。

●各個人は財を消費することから効用を得る。そして，労働の供給にともな
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う余暇の減少から不効用を得るとする。また，各タイプの個人の選好関係

は同質的であると仮定する。ここで，各タイプの個人の選好関係を次のよ

一うな効用関数により記述する。

m＝m（c…，ム｛）　4＝1，2 （1）

ただし，C｛は財の消費量，ム…は労働の供給量とする。そして，効用関数

は財の消費量C｛に関する増加関数，労働供給量ム｛に関する減少関数を仮

定する。

■個人のタイプは所得獲得能力と資本の初期賦存量により特徴付けれらもの

　とする。ここで，所得獲得能力を賃金率ψであらわし，資本の初期賦存

量を凪であらわすものとする。また，賃金率に関してω・＞ω1を仮定す

　る。すなわち，タイプ2の個人の方がタイフ！の個人よりも所得獲得能力

　が高いと仮定する。

・政府は任意の公共支出の財源を確保するために租税政策を決定する。そし

て，租税政策として労働所得税と資本所得税を利用することが可能である

　とする。すなわち，政府は各個人が獲得する労働所得と資本所得に対して

課税権を持つものとする。なお，労働所得税は非線形課税と．し，資本課税

　は線形課税とする。このとき，政府の予算制約式は次のように記述するこ

　とができる。

　　　　　　　　　2　　　　　　　　2
　　　　　　　　Σm，T（ωみ、）十Σ棚、瓦≧灰　　　　　（2〕

　　　　　　　　｛＝1　　　　　　ε業1

　ただし，m…はタイプ｛の個人の人口数，T（・）は労働所得税の租税関数，

ωムはタイプ4の個人の課税前の労働所得，そして勿丁（ωム）はタイプゴ

　の個人すべてからの労働所得税による税収をあらわしている。また，cは

　資本所得税の税率，瓦はタイプ｛の個人が保有する資本所得，そして

物ムはタイプ4の個人すべてからの資本所得税による税収をあらわして

　いる。なお，Rは政府による公共支出のための必要税収をあらわし任意の

水準で所与とする。
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●政府の租税政策を前提にする場合，各タイプの個人は労働所得税と資本所

得税を控除した残りの可処分所得を使って財の消費に対する支出とする。

　このとき，各タイプの個人の予算制約式は次のように記述され乱

。｛≦ωムーT（ωム）十（1－C）瓦　づ＝1，2　　13）

ただし，ωムは課税前の労働所得，T（・）は労働所得税の租税関数で

ωムーT（ωム）は課税後の労働所得，そして。は資本所得税の税率で

（1イ）瓦は課税後の資本所得とする。なお，財の価格は1に基準化して

いる。

2．2個人の合理的行動

　ここでは，各タイプの個人に関する行動を定式化す孔各タイプの個人は予

算制約のもとで効用を最大化するように財の消費量と労働の供給量を決定する。

具体的に，タイプ古の個人の効用最大化問題は次のように記述することができ

る。

　　　　　　　　　max　・＝・（・｛，工｛）　　　　　　　（4〕
　　　　　　　　　ら，L｛

　　　　　s．t．　c｛＝ωムーT（ωム）十（1一ま）瓦　　｛＝1，2　　（5〕

すなわち，タイプ｛の個人は，賃金率ωiと資本の初期賦存量瓦，そして政府

の租税政策（労働所得税：T（・）と資本所得税＝τ）を所与として，（5）式であら

わされる予算制約のもとで（4）式であらわされる効用を最大化するよう字こ財の消

費量。iと労働供給量ムを選択するω。

　ここで，後の議論のために，以下に示されるような派生的な効用関数を定義

するものとしよう。

♂（舳（1－1）瓦）≡・（射（1－1凪青）
4＝1，2　（6〕

（1）　なお，タイプ｛の個人の問題に関するラグランジュ関数は次のように設定するこ

　とができる。

　　　　　　　　4＝ω（・｛，ム’）十α芽［ωムイ（ωム）十（1一オ）均一。’］

　　ただし，α｛はタイプ毎の個人の予算制約に関するラグランジュ乗数であり，その

　経済学的な意味は，タイプ。の個人に関する所得の限界効用をあらわしている。
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ただし，軌＝ωムは課税前の労働所得，”｛＝cr（1一サ）瓦は課税後の労働所

得（または可処分労働所得）とする。なお，この派生的な効用関数は政府にとっ

て観察可能な変数である課税前の労働所得助と課税後の労働所得エ｛によって

定義されている。

　そして，この派生的な効用関数を利用してタイプゴの個人に関する効用最大

化問題を記述すると次のようにあらわすことができ孔

max@　　♂＝〃｛（巧挑，（1－C）均）　　　　　　　　17〕
π｛，軌

∫．C．　”｛＝〃rT（μ｛）　｛＝1，2　　　　（8）

すなわち，タイプ4の個人に関する効用最大化問題は18）式であらわされる予算

制約のもとで（7）式であらわされる効用を最大化するように課税前の労働所得挑

と課税後の労働所得”｛を選択する問題として書き換えることができる。

　上記の効用最大化問題に関する1階の条件は以下のように導出することがで

きる。

　　　　　　　　　　一々一1一・・（μ、）　｛＝1，・　　　1・〕

　　　　　　　　　　　”皿

ここで・一秒二ん二は労働所得の限界不効用（または余暇と消費財の間の限界代

替率を賃金率で除した値），1は課税前における労働所得の限界収入，T’（ω

は労働所得税の限界税率，そして1一プ（ωは課税後における労働所得の限

界収入とする。すなわち，（9）式があらわしているのは，タイプ｛の個人が労働

所得の限界不効用と労働所得の純限界収入が等しくなるように課税前と課税後

の労働所得を決定しているということである（2〕。

　なお，効用関数m（・）と派生的効用関数秒（・）の関係について，次のような

関係式を提示しておく。

（2）なお，ω式の効用関数と15〕式の予算制約で表現された効用最大化問題に関する1
　　隆条件は次のようにあらわすことができる。

　　　　　　　一年＝ω、（1－T’（ψ、））　　　　　　　　　　　　㈹
　　　　　　　　”。

　この条件式があらわしているのは，タイプ｛の個人が労働の限界不効用一加二ん二

と課税後の実質賃金率ω｛（1－T’（ωム））が等しくなるように財の消費量qと労働

供給量ムを決定しているということである。
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四二＝・1羅α｛．・；一一幽＝一概・ ω

ただし，〃；．や4はそれぞれの効用関数m（・）と派生的効用関数〃（・）の変数プ

に関する限界効用とする。また，α’はタイプゴの個人に関する所得の限界効用

をあらわしている。

3　完全情報下における租税政策

　この節では，完全情報下における政府の最適化行動を定式化する。そして，

完全情報下における政府の最適化行動を前提にして租税政策を特徴付ける。こ

こで，完全情報とは政府が個人のタイプを正確に識別できるということである。

具体的には，どの個人がどのタイプの所得獲得能力叫を有しているかについ

て政府が正確に識別できる状況を考える。このような完全情報の状況を前提に

すると，政府は情報上の制約に直面することなく租税政策を決定することがで

きる。

　まず最初に，完全情報下における政府の最適化問題を次のよう；…設定する。

　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　maX　　　　Σm、ψ…（π〃、；瓦）　　　　　　　　　　　⑫
　　　　　　　　　πi，ψ
　　　　　　　　　　　　　　づ二1

　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　s．広　　Σm、（ψ一”、）二R　　　　　　㈹

　　　　　　　　　　　　　｛二1

ただし，⑫式は功利主義的な社会厚生関数，（1副氏は政府の税収制約式とする。

すなわち，政府は，労働所得税を財源としてある任意の水準の公共支出を実施

するという税収制約のもとで，各個人の効用の総和で定義される社会厚生を最

大化するように各タイプの個人に対する労働所得税石，｛＝1，2を決定する。な

お，政府がそれぞれのタイプの個人に対して労働所得税石を決定することは

課税前の労働所得助と課税後の労働所得π｛を同時に提示することに相当する

（石＝眺一巧）。そこで，上記の最適化問題は各タイプの個人に対する課税前

の労働所得と課税後の労働所得の組み合わせ｛ψ，”‘｝，古＝1，2を決定するもの

として政府の租税政策に関する問題を表現している。

　次に，完全情報下における政府の最適化行動を前提にして租税政策を特徴付

ける。ここで，完全情報下における政府の最適化問題に関する1階の条件は次
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のように導出することができる。

　　　　　　　　　一仁1　H，。　　　　　ω
　　　　　　　　　　”工

この条件式は，完全情報下において政府が最適に行動する場合には，各タイプ

の個人について労働所得の限界不効用と労働所得の純限界収人が等しくなるよ

うに租税政策が決定されなければならないことをあらわしている。そして，個

人の効用最大化問題に関する1階条件（9〕式を利用すると，この条件式は各タイ

プの個人に対する労働所得税の限界税率がゼロであることをあらわしている

（T’（μ｛）＝O，｛＝1，2）。すなわち，完全情報下における最適所得税は，各タ

イプの個人ともに労働所得税の限界税率がゼロとなり，各タイプの個人の直面

する相対価格に歪みを与えないような一括課税（1ump－sum　tax）となること

が分かる。

　さらに，完全情報下における租税政策の効率性について議論する。ここで，

政府の最適化問題に関する1階条件から次のような関係式を導出することがで

きる。

α1：μ＝．α2
（15）

ただし，。α‘はタイプ4の個人に関する所得の限界効用，μは税収制約に対する

ラグランジュ乗数で社会的限界費用をあらわしている。すなわち，完全情報の

もとで政府が最適に行動している場合には，各個人の所得に関する限界効用

φが均等化することになる。この場合には，各タイプの個人間において可処

分所得の移転を行ったとしても，その所得移転にともなう追加的な便益と追加

的な費用が同じになるので社会厚生は不変となる（α1＝α2）。したがって，

完全情報下における最適所得税のもとでは，もはや社会厚生を改善する余地が

ないという意味において，租税政策は効率的であると主張することができる。

すなわち，ファースト・ベストな状態が実現しているのである。

4　不完全情報下における租税政策

　この節では，不完全情報下における政府の最適化行動を定式化する。そして，

不完全情報下における政府の最適化行動を前提にして労働所得税政策を特徴付

け乱ここで，不完全情報とは政府が個人のタイプを正確に識別できないとい
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うことである。具体的には，どの個人がどのタイプの所得獲得能力ω1を有し

ているかにっいて政府が正確に識別できない状況を考える。このような不完全

情報の状況を想定した場合，政府は労働所得挑を所得獲得能力のシグナルと

して租税政策を決定することにな乱ここで，労働所得を所得獲得能力のシグ

ナルとして利用する場合，完全情報のもとでの最適所得税を実施することはも

はや不可能となる。なぜなら，所得獲得能力の高いタイプ2の個人が能力の低

いタイプユの個人の振り（mimiC）をして故意に労働所得を減少させ労働所得

税の回避を図ろうとするからである。したがって，不完全情報を前提にする場

合，政府は情報上の制約に直面することになり，そのことを考慮した上で租税

政策を決定しなければならなくなる。

　まず最初に，不完全情報下における政府の最適化問題を次のように設定する。

　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　maX　Σ・ρ‘（均，V、；局）　　　　　ll⑤
　　　　　　　　　”｛，挑
　　　　　　　　　　　　　　｛＝1

　　　　　　　∫．C．　・2（”。，μ。；K。）≧砂2（工1，μ1；K。）　　　　　（17）

　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　Σ・｛（μr工｛）＝R　　　　　　（18）

　　　　　　　　　　　4＝1

ただし，⑯式は功利主義的な社会厚生関数，07）式は自己選抜制約式，そして1蝸

式は政府の税収制約式とする。すなわち，政府は，労働所得税を財源としてあ

る任意の水準の公共支出を実施するという税収制約と所得獲得能力の高い夕・イ

フ2の個入が能力の低いタイプ1の個人の振りをしないようにという自己選抜

制約のもとで，各個入の効用の総和で定義される社会厚生を最大化するように

各タイプの個人に対して提示する労働所得税｛”‘，挑｝，4＝1，2を決定する。な

お，07）式の自己選抜制約は，タイプ2の個人に対して提示される労働所得税

｛π。，σ。｝とタイプユの個人に対して提示される労働所得税｛”一，〃1｝を比較した

場合にタイプ2の個入が真実を表明して前者を選択するように当該個人の行動

を制約することをあらわしている。

　次に，不完全情報下における政府の最適化行動を前提にして租税政策を特徴

付け孔ここで，不完全情報下における政府の最適化問題に関する・ユ階の条件

は次のように導出することができる。
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（19）

⑫O〕

ただし，μは税収制約式に対するラグランジュ乗数，．λは自己選抜制約式に対

するラグランジュ乗数とする。そして，6二＝∂〃2（”、，ψ、；馬）／∂π1，砺＝∂〃2

（π1，μ1；馬）／物とし，それぞれ所得獲得能力の低いタイプ1の個人の振りをし

ている能力の高いタイプ2の個人に関する課税後の労働所得”と課税前の労

働所得μについてのβ早界効用をあらすものとする。そして，個人の効用最大化

問題に関する1階条件19〕式を利用すると，この条件式は所得獲得能力の高いタ

・イフ2の個人に対する労働所得の限界税率はゼロであり，所得獲得能力の低い

タイプ1の個人に対する労働所得の限界税率は正となることをあらわしている

（τ’（μ2）＝0，T’（V1）〉O）。すなわち，不完全情報下における最適所得税は，

所得獲得能力の高いタイプ2の個人に対しては労働所得税ρ限界税率がゼロと

なる歪みのない一括課税（1ump－sum　tax）となり，所得獲得能力の低いタイ

プ1の個人に対しては労働所得税の限界税率が正となる歪みのある課税

（早iS七〇rti㎝ary　taX）となることが分かる。

　．さらに，不完全情報下における租税政策の効率性について議論する。ここで，

政府の最適化問題に関する1階条件から次のような関係式を導出することがで

きる。

　　　　　　　　　α1〉μ＞α2　　　　　　　　　　　　　　　　　　o1）

ただし，α｛はタイプゴの個人に関する所得の限界効用，μは税収制約に対する

ラグランジュ乗数で社会的限界費用をあらわしている。すなわち，不完全情報

のもとで政府が最適に行動している場合には，各個人の所得に関する限界効用

α1が均等化しないことになる。この場合には，所得獲得能力の高いタイプ2

の個人から所得獲得能力の低いタイプ1の個人に対して仮に所得移転が行われ

るものとすると，その所得移転にともなう追加的な便益は追加的な費用を上回

ることになり社会厚生を増加させることが可能となる（αrα2＞0）。したがっ

て，不完全情報下における最適所得税のもとでは，社会厚生を改善する余地が

あるという意味において．租税政策は非効率であると主張することができる。

すなわち，セカンド・ベストな状態が実現しているのである。
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5　不完全情報下における社会厚生の改善

　前節では，政府が個人のタイプを正確に識別できない不完全情報という状況

を前提にして，政府による租税政策について分析した。そして，不完全情報下

における最適所得税のもとでは，完全情報下における最適所得税の場合と比較

して，効率的な租税政策が実現されないことが示された。したがって，不完全

情報下における最適所得税のもとで実現される社会厚生水準は完全情報下にお

ける最適所得税のもとでの社会厚生水準よりも低いということになる。そして，

不完全情報下での社会厚生水準の方が低くなる要因は，政府が租税政策を設定

する際に考慮しなければならない情報上の制約のためである。そこで，この節

では，不完全情報下ドおいて政府が直面する情報上の制約を緩和して社会厚生

を改善するような租税政策のメカニ女ムを考えてみる。そのための具体的な例

として，労働所得税に加えて資本所得税を租税政策に導入するタックス・ミッ

クスのメカニズムを検討してみる。なお，分析の手順として，まず第1段階と

して，資本所得税の税率を任意の水準で固定して労働所得税に関する租税政策

の問題を考える。そして第2段階として，資本所得税の税率をゼロの水準から

追加的に増加させた場合に社会厚生水準がどのように変化するかについて分析

する。そうすることで，労働所得税のみの租税政策から資本所得税をミックス

した租税政策への税制改革の是非を検討することができ乱

　まず最初に，資本所得税を導入した不完全情報下における政府の最適化問題

を次のように記述する。

　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　max　Σ・、・｛（π巾ψ、；（1－1）尽）　　　⑳
　　　　　　　　　巧，挑
　　　　　　　　　　　　　　4：1

　　　　　S．t　・2（巧，〃。；（1一広）K。）≧・2（π1，〃1；（卜‘）K。）　　㈱

　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　Σm、（ψrπ、）十Σ初凪＝R　　　　　⑫o
　　　　　　　　　4＝1　　　　　　4＝1

ただし，資本所得税の税率彦は任意の水準で所与とす乱

　そして，この政府の最適化問題に関してラグランジュ関数を次のように設定

する。
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　　　2
エゲΣ・〃｛（舳；（1－1）凪）十λ［・2（・カμ。；（1－1）瓦）一・2（・、，〃、；（1－1）凪）1

　　4＝1

れ（、㌦㎞）∴｝→　㈲

ただし，λは自己選抜制約式に対するラグラン・ジュ乗撃，μは税収制約式に対

するラグランジュ乗数とする。

　窄お，上記で示されている不完全情報下におけるタックス・ミックスに関す

る政府の最適化問題は，資本所得税め税率。をゼロとすると，不完全情報下に

おける労働所得税に関する政府の最適化問題と同じにな乱したがって，不完

全情報下における最適所得税の結論（τ’（〃2）二0，プ（ψ1）＞O）と不完全情報

下における租税政策の効率性の結論（α1＞μ＞α2）は資本所得税の税率。をゼ

ロとするもとでもともに成立する。

　ここで，資本所得税を租税政策に導入する場合の社会厚生の変化を分析する

準備として，上記に示されている不完全情報下における政府の最適化問題から

導出される間接社会的厚生関数を次のように定義してみる。

　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　W（C）…Σ〃’（巧（C），〃、（‘）；（1一広）局）　　　㈱

　　　　　　　　　　　　　｛＝1

ただし，・π｛（f）と挑（士）はそれぞれ，任意の水準で与えられる資本所得税の税

率童に対する不完全情報下における最適所得税のもとで各タイプの個人に対し

て提示される課税後の労働所得と課税前の労働所得とする。この間接社会的厚

生関数は，任意の水準で与えられる資本所得税の税率。に対して，不完全情報

下における政府の最適化行動を前提にして導出される最大限の社会厚生をあら

わしている。そして，資本所得税の税率エをゼロにした場合の社会厚生水準

W（0）は資本所得税を導入する前の労働所得税のみの租税政策における社会厚

生水準と同じである。

　それではここで，労働所得税のみの租税政策の状態から労働所得税と資本所

得税のタックス・ミックスにより構成される租税政策に政策が変更された場合，

不完全情報下における社会厚生はどのように変化するかを考察する。そのため

には，資本所得税の税率。がゼロの状態から追加的に増加したときに社会厚生



30 一橋研究　第23巻4号

がどのように変化するかを検討すればよい。具体的には，包絡面定理を利用し

てラグランジュ関数伍）式を資本所得税の税率‘で編微分すること・で，C工0の

水準で評価された間接社会的厚生関数w（c）の資本所得税の税率fに対する変

化の反応を求めることができる。なお，その結果は次のように示すことができ

る。

　　　　　　　　　∂
　　　　　　　　　亙W（O）＝λδ・（均■瓦）　　　　　例

ただし，6・はタイプ1の個人の振りをしているタイプ2の個人に関する所得

の限界効用とす乱ここで，所得獲得能力の高いタイプ2の個人の方が能力の

低いタイプ1の個人よりも資本の初期賦存量が大きいとする（KグKI＞0）。

このとき，追加的に資本所得税の税率。を増加させることにより社会厚生を増

加させられることが分かる。したがって，次のような命題を主張することがで

きる。

命題：政府が個人のタイプを正確に識別できない不完全情報の状況を前提にす

孔このとき，所得獲得能力ωの高いタイプの個人が資本の初期賦存量Kを

多く保有するとするならば，労働所得税のみの租税政策から労働所得税と資本

所得税をミックスした租税政策へ移行することは社会厚生を改善させ孔

　このような結論は次のように説明することができ孔資本所得税を追加的に

導入する状況を考えよ㌔資本所得税の導入はタイプ2の個人の可処分所得も

タイプ1の個人の可処分所得もともに減少させ乱不完全情報下における最適

所得税のもとで，能力の高いタイプ2の個人は消費よりも相対的に余暇を選好

するので，可処分所得の減少はタイプ1の個人の振りをする魅力を無くし真実

を表明するようになる。すなわち，政府にとっての自己選抜制約が緩和される

のである。この効果は社会厚生を増加させる方向に働く（⑫η式右辺第1項：

λ6近・＞0）。これに対して，不完全情報下における最適所得税のもとで，能

力の低いタイプ1の個人は余暇よりも相対的に消費を選好するので，可処分所

得の減少はタイプ1の個人の効用を減少させる。この効果は社会厚生を減少さ

せる方向に働く（⑫η式右辺第2項1一λδ2Kl＜0）。ここで，能力の高いタイ

プ2の個人が能力の低いタイプ1の個人より多くの資本の初期賦存量を保有し
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ていることを前提にすると（K2＞Kl），資本所得税の導入による可処分所得

の減少は能力の高いタイプ2の個人の方が能力の低いタイプ1の個人よりも大

きくなることになる（倣K。〉批K1）。すなわち，この場合には資本所得税の

導入による能力の低いタイプ1の個人の効用を減少させることによる社会厚生

の減少よりも能力の高いタイプ2の個人が振りをしなくなることによる社会厚

生の増加が上回ることになる。したがって，所得獲得能力の高い個人が資本の

初期賦存量を多く保有する場合には，資本所得税の追加的な導入が社会厚生を

改善する役割を果たすのである。

6　おわりに

　本稿では，政府が個人のタイプを正確に識別できない不完全情報の状況を前

提にして政府の最適化行動について検討した。そしてまず，不完全情報下にお

ける最適所得税のもとでは租税政策は非効率的であることが示された。そして

次に，この租税政策の非効率性を緩和し社会厚生の改善を図るために，労働所

得税と資本所得税をミックスした租税政策のシステムについて検討した。その

結果として，所得獲得能力の高い個人が資産の初期賦存量を多く保有するなら

ば，労働所得税のみの租税政策から労働所得税と資本所得税をミックスした租

税政策への移行により社会厚生が改善されるという結論が得られた。なお，本

稿の分析における課題として，資本の初期賦存量が外生的に与えられているこ

とがあげられる。現実的に，個人は資本を貯蓄や投資という形態で資産選択す

る場合がある。しかし，本稿のモデルにおいてはこの点が捨象されている。ま

た，本稿の分析においては所得獲得能力ωと資本の初期賦存量κに間の相関

関係について無視されている。これらの相関関係を考慮して議論をすることも

興味深い内容である。なお，これらの拡張モデルは今後の研究課題としたい。
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